
オ
ー
ト
ガ
レ
ー
ジ
元
島

（
弘
岡
下
　
自
動
車
整
備
業
）

株
式
会
社
島
田
工
務
店

（
仁
ノ
　
建
設
業
）

高
知
ビ
ニ
ー
ル
株
式
会
社

（
森
山
　
産
業
廃
棄
物
処
理

業
）

有
限
会
社
セ
イ
コ
ー
物
流

（
西
分
　
運
送
業
）

S
we
et
 S
tu
di
o 
Ku
ra

（
秋
山
　
生
菓
子
製
造
業
）

　
　
　
　
　
　
　
敬
称
略

　
た
く
さ
ん
の
ご
紹
介
、
ご

加
入
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　
４
月
よ
り
、
春
野
商
工
会
に

て
記
帳
指
導
職
員
と
し
て
採
用

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
３
月
ま
で
は
市
役
所
で
確
定

申
告
や
住
民
税
の
課
税
に
か
か

わ
る
税
務
の
仕
事
を
し
て
い
ま

し
た
。
ま
た
春
野
地
区
に
住
み
、

小
学
生
の
子
ど
も
が
い
ま
す
の

で
、
公
私
共
々
春
野
地
区
で
お

世
話
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

笑
顔
と
明
る
さ
を
モ
ッ
ト
ー

に
、
事
業
所
の
皆
様
の
お
役
に

立
て
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す

の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

　
４
月
よ
り
春
野
商
工
会
の
経

営
支
援
員
と
し
て
着
任
し
ま
し

た
。

　
趣
味
は
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
を
少

し
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
始
め
た

ば
か
り
で
す
が
、
今
は
プ
チ
ト

マ
ト
の
栽
培
に
挑
戦
し
て
い
ま

す
。

　
学
生
の
頃
よ
り
地
域
貢
献
を

意
欲
的
に
で
き
る
職
種
を
希
望

し
て
お
り
ま
し
た
。
で
す
の
で
、

今
、
こ
の
場
所
に
立
て
る
こ
と

を
と
て
も
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま

す
。
若
輩
ゆ
え
に
至
ら
ぬ
点
も

あ
る
か
と
は
存
じ
ま
す
が
、
１

日
で
も
早
く
、
会
員
の
皆
様
の

力
添
え
に
な
れ
る
よ
う
日
々
努

め
て
参
り
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
用
水
路
沿
い
の
あ
じ
さ
い
も

新
芽
が
生
き
生
き
と
芽
生
え
始

め
気
持
ち
の
良
い
季
節
と
な
り

ま
し
た
。
私
は
こ
の
度
、
定
年

退
職
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
令
和
２
年
４
月
に
春
野
商
工

会
の
事
務
局
長
に
採
用
さ
れ
、

僅
か
２
年
間
の
勤
務
で
、
去
る

こ
と
と
な
り
、
大
変
申
訳
な
く

感
じ
て
お
り
ま
す
。
未
熟
者
で
、

事
務
局
長
と
し
て
の
役
割
を
十

分
果
た
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
の
で
は
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　
当
初
は
、
皆
様
の
気
持
ち
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
事
業
発
展

に
貢
献
で
き
る
よ
う
努
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
日
々
を
過
ご

し
て
参
り
ま
し
た
が
、
何
分
経

験
不
足
よ
り
分
か
ら
な
い
こ
と

が
多
く
、
的
確
な
判
断
や
行
動

を
起
こ
す
こ
と
が
出
来
て
い
な

か
っ
た
の
で
は
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
事
務
局
職
員
の
サ
ポ
ー

ト
や
会
員
の
皆
様
の
ご
理
解
や

温
か
い
お
心
に
よ
り
、
何
と
か

無
難
に
２
年
間
勤
め
さ
せ
て
頂

き
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　
令
和
４
年
よ
り
、
商
工
会
事

務
所
も
修
繕
工
事
を
実
施
し
、

綺
麗
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
職

員
も
若
返
り
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

し
て
お
り
ま
す
。
後
に
残
る
職

員
も
皆
様
の
事
業
発
展
に
貢
献

し
よ
う
と
意
思
を
持
っ
て
業
務

に
あ
た
っ
て
お
り
ま
す
。
優
秀

な
職
員
で
あ
り
、
お
悩
み
事
等
、

相
談
事
が
あ
れ
ば
必
ず
お
役
に

立
て
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
気

軽
に
お
声
が
け
を
頂
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　
私
は
い
の
町
の
天
王
に
居
住

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
春
野
の

方
に
も
良
く
出
て
き
て
お
り
ま

す
。
ど
こ
か
で
お
会
い
す
る
こ

と
が
あ
れ
ば
お
声
が
け
頂
け
れ

ば
嬉
し
い
で
す
。

　
私
事
で
大
変
恐
縮
で
す
が
、

こ
の
度
３
月
31
日
を
も
ち
ま
し

て
、
退
職
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
在
職
中
は
会
員
事
業
所

様
を
は
じ
め
地
域
の
皆
様
に
は

大
変
お
世
話
に
な
り
、
心
よ
り

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
至
ら
な

い
点
も
多
々
あ
っ
た
か
と
思
い

ま
す
が
、
皆
様
に
は
温
か
く
接

し
て
頂
き
、
感
謝
の
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の

大
変
な
時
期
に
退
職
す
る
の
は

心
苦
し
い
で
す
が
、
こ
の
ご
縁

に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
事
業

所
様
の
さ
ら
な
る
ご
発
展
を
願

っ
て
お
り
ま
す
。
失
礼
な
が
ら
、

書
中
を
も
ち
ま
し
て
、
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
当
春
野
商
工
会
は
、
令
和

４
年
12
月
、
特
定
創
業
支
援

等
事
業
の
認
定
を
受
け
ま
し

た
。

　
当
事
業
は
、
産
業
競
争
力

強
化
法
第
１
２
８
条
第
２
項

に
規
定
す
る
認
定
創
業
支
援

等
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た

同
法
第
２
条
第
31
項
に
規
定

す
る
特
定
創
業
支
援
等
事
業

を
行
う
指
導
機
関
と
し
て
、

当
商
工
会
が
経
済
産
業
省
よ

り
認
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
認
定
に
よ
り
、
当
商
工

会
で
実
施
す
る
特
定
の
創
業

支
援
等
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を

受
け
た
創
業
者
が
、
国
・
県

・
市
な
ど
が
公
募
す
る
補
助

金
の
申
請
に
お
い
て
補
助
額

の
増
額
や
加
点
の
可
能
性
が

あ
り
、
融
資
を
受
け
る
際
に

一
定
の
金
利
負
担
の
軽
減
が

受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る

も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
も
当
商
工
会
で

は
、
商
工
業
者
の
創
業
支
援

に
努
め
て
参
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
か
ら
は
特
定
創
業
支
援

機
関
と
し
て
従
来
以
上
に
、

創
業
者
に
対
し
て
手
厚
い
支

援
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
個

人
創
業
、
法
人
化
、
事
業
承

継
等
の
ご
相
談
は
、
当
商
工

会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
高
知
市
広
告
活
用
販
売
促
進

支
援
事
業

【
支
援
対
象
と
な
る
取
り
組
み
】

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

を
受
け
て
い
る
市
内
事
業
者

が
、
経
済
活
動
に
お
い
て
顧
客

を
呼
び
戻
す
た
め
に
行
う
広
告

・
宣
伝
の
取
り
組
み
。

【
対
象
事
業
者
】

高
知
市
内
で
来
店
型
店
舗
を
経

営
す
る
中
小
企
業
者
の
う
ち
、

市
内
に
、
法
人
は
店
舗
及
び
本

社
を
有
し
、
個
人
は
店
舗
を
有

し
、
か
つ
市
に
住
民
登
録
が
さ

れ
て
い
る
方
。

【
事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

１
期 

支
援
対
象
期
間
：
令
和

４
年
６
月
１
日
～
８
月
31
日

１
次
募
集
：
令
和
４
年
５
月
９

日
～
５
月
13
日

２
次
募
集
：
令
和
４
年
５
月
23

日
～
５
月
27
日

以
降
、
２
期
・
３
期
と
募
集
が

ご
ざ
い
ま
す
。

【
支
援
対
象
経
費
】

電
波
媒
体
広
告
：
テ
レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
等
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
放
送
費

紙
媒
体
広
告
：
新
聞
広
告
掲
載

費
・
新
聞
折
込
費
、
タ
ウ
ン
誌

広
告
掲
載
費
、
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ

費

OH

媒
体
広
告
：
電
車
・
バ
ス
等

車
体
・
車
内
広
告
費
、
デ
ジ
タ

ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
広
告
費
、
看
板

広
告
費

Ｗ
ｅ
ｂ
媒
体
広
告
：F

a
c
e
b
o
o

k

、I
ns
ta
gr
am

、Tw
it
te
r

、L

in
e

、Ti
kt
ok

等
のSN

S

広
告
費
、

Go
og
le

（Yo
ut
ub
e

含
む
）
、Y

ah
oo

！
、
そ
の
他
ア
ド
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
用
い
た
広
告
費
、
広

告
業
も
し
く
は
広
告
代
理
業
を

主
た
る
業
務
と
す
る
法
人
が
運

営
す
る
メ
デ
ィ
ア
へ
の
広
告
費

【
支
援
費
】

対
象
と
な
る
広
告
経
費
の
４
分

の
３
（
上
限
額
30
万
円
）

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
雇
用
維
持
臨
時
支
援
給

付
金

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
た
事
業
者
が
事

業
の
継
続
と
雇
用
の
維
持
を
図

る
た
め
、
固
定
費
の
う
ち
社
会

保
険
料
の
事
業
主
負
担
分
の
一

部
を
給
付
。

【
申
請
要
件
】
一
部
抜
粋

（
１
）
県
内
に
事
業
所
を
有
し
、

事
業
を
営
ん
で
い
る
事
業
者

で
、
中
堅
企
業
、
中
小
企
業
そ

の
他
の
法
人
等
及
び
個
人
事
業

者
で
あ
る
こ
と

（
２
）
令
和
３
年
１
月
か
ら
令

和
３
年
12
月
ま
で
の
事
業
収
入

の
合
計
が
、
平
成
30
年
、
平
成

31
年
又
は
令
和
２
年
の
い
ず
れ

か
の
同
期
比
で
15
％
以
上
減
少

し
て
い
る
こ
と
。

（
３
）
令
和
３
年
度
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
雇
用

維
持
臨
時
支
援
給
付
金
給
付
要

綱
第
４
条
に
基
づ
く
対
象
期
間

は
令
和
４
年
１
月
か
ら
３
月
ま

で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
１
か
月

と
し
、
対
象
期
間
の
事
業
収
入

が
、
平
成
31
年
、
令
和
２
年
又

は
令
和
３
年
の
い
ず
れ
か
の
年

の
同
月
比
で
30
％
以
上
減
少
し

て
い
る
こ
と
。

【
給
付
額
】

対
象
期
間
の
社
会
保
険
料
の
納

付
額
に
応
じ
た
額
。

算
定
方
法
（
（
Ａ 

× 

Ｂ 

／ 
Ｃ 
－ 
Ｄ 

×0
.8

） 

×

　
Ｅ  
／ 
50
） 

× 

２ 

／ 

３

Ａ
：
対
象
期
間
の
社
会
保
険
料

（
事
業
主
負
担
相
当
分
）
納
付

額
の
合
計

Ｂ
：
県
内
従
業
員
数

Ｃ
：
全
従
業
員
数

Ｄ
：
既
に
受
給
し
た
臨
時
給
付

金
及
び
営
業
時
間
短
縮
要
請
協

力
金
、
並
び
に
事
業
復
活
支
援

金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
の
１
か

月
分
に
相
当
す
る
額
の
総
額
。

た
だ
し
、
同
一
の
対
象
期
間
に

対
し
て
支
給
又
は
算
定
さ
れ
た

も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

Ｅ
：
対
象
期
間
の
売
上
減
少

幅
。
た
だ
し
、
30
％
か
ら
75
％

ま
で
の
数
値
と
し
、
75
％
を
超

え
る
場
合
は
75
％
と
し
ま
す
。

※
詳
細
は
高
知
県
経
営
支
援
課

の
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
以
下
の
支
援
金
・
補
助
金
等

は
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

●
事
業
復
活
支
援
金

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
臨
時
給
付
金

●
事
業
再
構
築
補
助
金

●
高
知
県
新
事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ

支
援
事
業
費
補
助
金

●
高
知
市
中
小
企
業
等
生
産
性

向
上
設
備
導
入
支
援
事
業
費
補

助
金

●
高
知
市
販
路
拡
大
サ
ポ
ー
ト

事
業

　
当
春
野
商
工
会
は
、
商
工

会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る

小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関

す
る
法
律
第
７
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
令
和
４
年

度
か
ら
５
年
間
の
第
２
期
経

営
発
達
支
援
計
画
に
係
る
認

定
を
四
国
経
済
産
業
局
か
ら

受
け
ま
し
た
。

　
当
計
画
の
認
定
を
受
け
た

こ
と
で
、
小
規
模
事
業
者
の

販
路
開
拓
を
目
的
に
、
事
前

の
計
画
採
択
に
よ
り
、
講
習

会
の
開
催
支
援
や
展
示
会
へ

の
出
店
支
援
、
広
報
宣
伝
の

支
援
な
ど
支
援
事
業
行
え
ま

す
。

　
商
工
会
は
小
規
模
事
業
者

の
販
路
開
拓
を
支
援
し
ま

す
。


